旅　費　規　程


（目　　的）
第１条　　この規程は、正社員就業規則第30条に基づき正社員の出張旅費に関する事項について定めたものである。

第１章　総　　則

（旅費の種類）
第２条　　出張を命ぜられた者に対しては、宿泊出張旅費、日帰出張旅費または長期出張旅費を支給する。ただし、出張の実態によりこの規程と異なった取扱いをすることがある。

（旅費の計算内容）
第３条　　旅費は、順路および日程により計算する。
②　天災その他やむを得ない理由により、予定の順路によることができないとき、または予定以上に滞在したときは、実際の経路および日程により計算する。
③　傷病その他の理由で９日以上滞在するときの旅費については、事情を審査してその都度定める。

（随行の旅費）
第４条　　役員または課長相当以上の者に随行したとき、または所属長の承認を得て社外の者と同行し、所定の旅費によることができないときは実費を支給する。ただし、接待のときの宿泊料は原則として支給しない。

（旅費の手続）
第５条　　出張を命ぜられた者は、出発前承認を得て、この規程に定める旅費の概算金額の範囲内で前渡しを受けることができる。
②　出張から帰着したときは、すみやかに旅費の請求または精算を行わなければならない。

（雑費の請求）
第６条　　出張中に要した通信費は、その実費を支給する。
②　懇親会費および接待費などの費用は、別の手続により請求しなければならない。


第２章　宿泊出張旅費

（宿泊出張）
第７条　　宿泊出張とは、宿泊を伴う出張をいう。

（旅　　費）
第８条　　宿泊出張の旅費は、交通費・日当および宿泊料とする。

（）
第９条　　交通費は、運賃・料金（特急・急行・寝台・指定席）および船車料金の実費を支給する。
②　寝台料金は、21時から翌 7時までの間に 5時間以上を車中で過ごし、寝台を利用した場合に限り支給する。寝台の利用等級はＢ寝台とする。
③　特に必要とするときは、所属部長の承認を得て航空機を利用することができる。この場合は、実費を支給する。
④　グリ―ン車およびＡ寝台の利用については別に定める。

（日　　当）
第10条　　日当は、出発当日から帰着の日までの日数に応じて、１日につき 2,000円を支給する。ただし、午後出発し、または午前帰着した場合は半額とする。
②　出張の都合により，出社または帰社しないで７時以前に出発し、または 20時以降に帰着したときは、日当にそれぞれ 1,000円を加算する。
③　出張中に休日があるときは、日当に１日につき 2,000円を加算するが午後出発し、または午前帰着した場合は半額とする。

（）
第11条　　宿泊料は、宿泊数に応じて１泊につき次の額を支給する。ただし、宿泊料実費（食事代を除く）が基準額を超えた場合は、事前に所属長の承認を得て、実費上限額を限度にその実費を会社が負担する。
	区分
	基準額
	実費上限額

	東京23区内
	9,000円
	16,000円

	その他
	7,000円
	


②　精算時は領収証を提出する。
③　やむを得ず宿泊料実費（食事代を除く）が実費上限額を超える場合は、事前に会社が認めたものについて、その実費を会社が負担する。
④　車中泊の場合は、2,000円を支給する。
⑤　知人宅や親族宅等に宿泊し、宿泊料が発生していない場合は、2,000円を支給する。ただし、自宅（単身赴任者の帰省先を含む）に宿泊した場合は、支給しない。


第３章　日帰出張旅費

（日帰出張）
第12条　　日帰出張とは、宿泊を伴わない出張をいう。

（旅　　費）
第13条　　日帰出張の旅費は、交通費および日当とする。

（）
第14条　　交通費は、宿泊出張旅費に準ずる。

（日　　当）
第15条　　日当は、次の額を支給する。
	4時間以上8時間未満
	8時間以上12時間未満
	12時間以上

	2,000 円
	3,000 円
	4,000 円


②　休日に日帰出張した場合は、休日加算日当を１日につき 2,000円を支給する。ただし、出張時間が４時間未満の場合は半額とする。

（特定地域）
第16条　　50㎞未満は特定地域とし，この地域で業務に従事したときは次の日当を支給する。
	8時間以上12時間未満
	12時間以上

	2,000 円
	3,000 円


②　前項の特定地域とは、次の市町村をいう。
1.　延岡市
2.　児湯郡（都農町・川南町・高鍋町・新冨町・木城町）
3.　東臼杵郡（美郷町・諸塚村）
4.　日向市東郷町
5.　佐伯市（宗太郎）
③　第１項にかかわらず、前項第４号を除く日向市および門川町については、会社の一部として取扱う。
④  ４時間以上 ８時間未満のときで、出社または帰社しないで７時以前に出発し、または20時以降に帰着したときは、1,000円を支給する。

（時間および距離）
第17条　　時間は、会社を出発してから帰着するまでの時間とする。ただし、出社または帰社しないで自宅から出発し、または自宅に帰宅したときは、会社へ出社または帰社するだろう時間をもってみなすものとする。
②　距離は、会社からの直線距離によるものとする。


第４章　長期出張旅費

（長期出張）
第18条　　長期出張とは、技術指導または海外勤務前の語学研修、準備、技術修得などにより同一地域に20日を超えて滞在する場合をいう。

（旅　　費）
第19条　　長期出張の旅費などについては、別に定める。


付　　則

第１条　　この規程は、1995年10月１日から施行する。

（一部改正の沿革）
　　　　　2005年3月16日
　　　　　2006年3月16日
　　　　　2007年3月16日
　　　　　2025年3月16日
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